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１
月
10
日
は
「
110
番
」
の
日
で
す
。
事

件
解
決
の
鍵
は
、
皆
さ
ん
の
素
早
い
通
報

に
あ
り
ま
す
。
110
番
通
報
を
す
る
と
、
ま

ず
警
察
本
部
通
信
司
令
室
に
つ
な
が
り
ま

す
。
警
察
官
が
い
つ
、ど
こ
で
、何
が
あ
っ

た
の
か
順
次
お
聞

き
し
ま
す
の
で
、

落
ち
着
い
て
お
話

し
く
だ
さ
い
。

　

最
近
携
帯
電
話
か
ら
110
番
通
報
す
る
人

も
増
え
て
い
ま
す
が
、
携
帯
電
話
か
ら
通

報
す
る
場
合
は
、
次
の
点
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

・
移
動
せ
ず
、
そ
の
場
で
警
察
官
を
待
つ

・�

自
動
車
で
走
行
中
は
、
必
ず
安
全
な
場

所
に
停
車
し
て
か
ら
110
番
通
報
す
る

・�

市
町
村
名
や
、
近
く
の
目
標
物
を
確
認

し
て
か
ら
通
報
す
る

　

ま
た
、
例
年
110
番
通
報
の
約
３
割
近
く

が
、
問
合
せ
や
相
談
な
ど
の
緊
急
性
が
な

い
通
報
で
す
。
110
番
は
「
緊
急
通
報
の
た

め
の
専
用
電
話
」
で
す
。
緊
急
性
の
無
い

相
談
事
や
問
合
せ
な
ど
が
あ
れ
ば
、
警
察

安
全
相
談
専
用
電
話
「
♯
９
１
１
０
」
ま

た
は
安
城
警
察
署
に
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

○
冬
の
冷
え
込
み
に
ご
注
意
を
！

　

気
温
が
氷
点
下
４
度
以
下
に
な
る
と
、

水
道
の
水
が
凍
っ
た
り
、
水
道
管
が
破
裂

し
た
り
し
ま
す
。
特
に
多
い
の
は
次
の
よ

う
な
と
こ
ろ
で
す
。

・
水
道
管
が
む
き
出
し
に
な
っ
て
い
る

・
水
道
管
が
北
側
に
あ
る

・�

水
道
管
が
風
当
た
り
の
強
い
と
こ
ろ
に

あ
る

○
水
道
管
の
凍
結
を
防
ぐ
方
法

　

イ
ラ
ス
ト
の
よ
う
に
、
水
道
管
や
蛇
口

に
保
温
材
を
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。
保

温
材
を
巻
き
つ
け
る
と
き
は
濡
れ
な
い
よ

う
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
な
ど
を
外
か
ら
巻
い

て
く
だ
さ
い
。

○
水
道
管
が
破
裂
し
た
ら
？

　

止
水
栓
（
メ
ー
タ
ー
の
そ
ば
）
を
閉
め

て
水
を
止
め
、
破
裂
し
た
部
分
に
布
か

テ
ー
プ
を
巻
き
つ
け
応
急
手
当
を
し
、
市

水
道
指
定
給
水
装
置
工
事
業
者
ま
で
連
絡

し
て
修
理
（
有
料
）
し
て
く
だ
さ
い
。

　

業
者
の
一
覧
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内

の
水
道
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

水
道
課
水
道
工
務
係
ま
で
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

　

粗
大
ご
み
と
し
て
捨
て
ら
れ
た
家
具
な

ど
を
簡
単
に
補
修
し
、入
札
を
行
い
ま
す
。

応
札
価
格
は
100
円
か
ら
で
す
。

▼
展
示
入
札
期
間

１
月
６
日
㈫
～
11
日
㈰

▼
と
こ
ろ　

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
Ｋ
Ｃ

（
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
管
理
棟
２
階
）

▼
対
象　

市
内
ま
た
は
刈
谷
市
在
住
の
人

▼
開
札
・
連
絡
・
引
渡
期
間

１
月
14
日
㈬
～
17
日
㈯

○�

引
渡
期
間
厳
守
。
期
限
ま
で
に
取
り
に

来
ら
れ
な
い
場
合
は
落
札
無
効
と
な
り

ま
す
。

○�

引
渡
時
は
本
人
確
認
で
き
る
も
の
を
必

ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

○�

展
示
品
の
状
態
を
確
認
の
う
え
、
責
任

を
持
っ
て
入
札
し
て
く
だ
さ
い
。

○�

営
利
目
的
の
入
札
、
返
品
お
よ
び
キ
ャ

ン
セ
ル
は
で
き
ま
せ
ん
。

○�

運
び
出
し
は
自
己
搬
出
で
す
。

※�

１
月
18
日
㈰
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

は
臨
時
休
業
で
す
。

　

施
設
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、
次
の
期

間
休
館
し
ま
す
。

▼
と
き　

１
月
11
日
㈰
～
31
日
㈯

２
月
１
日
㈰
か
ら
通
常
ど
お
り
開
館
し
ま

す
。

平成27年知立市消防出初式
　知立市消防団と衣浦東部広域連合知立消防署が合同で消防
出初式を行います。分列行進・車両点検・
一斉放水などのほか、表彰も行います。
▶と　き　1月11日㈰　午前10時から
▶ところ　市役所駐車場
　　　　　（雨天時　中央公民館講堂）
　おしるこの振る舞いもありますので、
皆さんお誘い合せのうえお越しください。
▶問合せ　安心安全課（☎95-0160）
　　　　　知立消防署（☎81-0119）

防寒のしかた

保温材
（布きれ、古毛布など）

ビニールテープ

事
件
・
事
故 

緊
急
事
案
は
110
番

安
城
警
察
署　
　
　

�（
☎
（76）
０
１
１
０
）

安
心
安
全
課�

防
犯
交
通
係

　
　
　
　
　
　
　
　

�（
☎
（95）
０
１
１
５
）

水
道
の
冬
じ
た
く
～
寒
さ
か
ら

水
道
管
を
守
り
ま
し
ょ
う
～

水
道
課�
料
金
企
画
係（
☎
（95）
０
１
３
２
）

　
　
　

�

水
道
工
務
係（
☎
（95）
０
１
３
３
）

リ
サ
イ
ク
ル
家
具
な
ど
の

展
示
・
販
売

刈
谷
知
立
環
境
組
合
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

（
☎
（21）
７
２
５
１
）

ウ
ォ
ー
タ
ー
パ
レ
ス
Ｋ
Ｃ

臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

ウ
ォ
ー
タ
ー
パ
レ
ス
Ｋ
Ｃ

（
☎
（24）
６
２
６
１
）
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県
内
の
特
定
の
産
業
に
適
用
さ
れ
る
７

業
種
の
特
定
最
低
賃
金
に
つ
い
て
、
12
月

16
日
か
ら
改
正
さ
れ
た
金
額
が
発
効
さ
れ

て
い
ま
す
。
10
月
１
日
に
改
正
さ
れ
て
い

る
「
愛
知
県
最
低
賃
金
」
と
併
せ
、
愛
知

県
の
最
低
賃
金
（
時
間
額
）
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

▼
愛
知
県
最
低
賃
金　

800
円
（
平
成
26
年

10
月
１
日
発
効
）

▼
特
定
最
低
賃
金

○
愛
知
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://aichi-roudoukyoku.jsite.
m
hlw
.go.jp/

▼
訓
練
職
種
・
期
間

・
木
造
建
築
科　
　
　
　
　

３
年

・
造
園
科　
　
　
　
　
　
　

３
年

・
建
築
板
金
科　
　
　
　
　

２
年

・
左
官
・
タ
イ
ル
施
工
科　

２
年

※�

入
校
式
４
月
、
訓
練
は
毎
年
５
月
～
翌

年
３
月
の
土
曜
日
（
月
３
～
４
回
）
の

午
前
９
時
～
午
後
５
時

▼
と
こ
ろ　

愛
知
建
連
技
能
専
門
校
（
碧

南
市
汐
田
町
１
―
１
―
２　

碧
南
市
も
の

づ
く
り
セ
ン
タ
ー
内
）

▼
対
象　

学
歴
不
問
、
30
歳
以
下
の
人
。

た
だ
し
、
事
業
所
に
職
業
訓
練
指
導
員
が

在
籍
し
、
訓
練
科
に
該
当
す
る
職
種
に
従

事
し
て
い
る
こ
と
。

※�

事
業
主
は
会
員
に
な
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

▼
訓
練
経
費

・
事
業
主
負
担
金　

月
額
７
千
円

・
事
業
主
会
費　
　

年
額
１
万
円

※�

入
校
時
に
別
途
入
校
金
２
万
円
と
教
材

費
１
万
２
千
円
が
必
要
で
す
。

▼
申
込
み　

３
月
31
日
㈫
ま
で
に
事
業
所

経
由
で
願
書
を
愛
知
建
連
技
能
専
門
校

（
願
書
配
布
）
へ
。

　

平
成
27
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
制
度
の

改
正
に
あ
わ
せ
て
、
第
５
期
介
護
保
険
事

業
計
画
・
第
６
次
高
齢
者
福
祉
計
画
を
見

直
し
、
次
期
計
画
の
策
定
作
業
を
進
め
て

い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
そ
の
計
画
案
が
ま
と
ま
り
ま

し
た
の
で
、
計
画
案
に
対
す
る
意
見
を
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
市
民
意
見
提
出
手

続
）
制
度
に
基
づ
き
広
く
募
集
し
ま
す
。

▼
意
見
募
集
期
間　

１
月
５
日
㈪
～
20
日

㈫▼
計
画
案
の
閲
覧
場
所

・
長
寿
介
護
課
（
市
役
所
１
階
）

・
行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
３
階
）

・
図
書
館

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▼
意
見
の
提
出
方
法

・
長
寿
介
護
課
へ
持
参

・�

郵
送　

〒
472
―
８
６
６
６
（
住
所
記
載

不
要
）
知
立
市
役
所　

長
寿
介
護
課
宛

・
Ｆ
Ａ
Ｘ
（83）
１
１
４
１

・
Ｅ
メ
ー
ル

　
choju-kaigo@

city.chiryu.lg.jp
▼
次
の
内
容
を
明
記
し
て
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。（
様
式
自
由
）

①�

件
名
「
第
６
期
介
護
保
険
事
業
計
画

（
案
）・
第
７
次
高
齢
者
福
祉
計
画（
案
）

に
対
す
る
意
見
」

②
住
所

③
氏
名

④
勤
務
先
ま
た
は
学
校
名

⑤
連
絡
先

⑥
あ
な
た
の
意
見
を
記
入

※
電
話
で
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

▼
意
見
の
取
扱
い　

提
出
さ
れ
た
ご
意
見

と
検
討
結
果
は
、
次
の
場
所
で
公
表
し
ま

す
。

・
長
寿
介
護
課
（
市
役
所
１
階
）

・
行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
３
階
）

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

※�

提
出
者
の
氏
名
、
住
所
な
ど
は
公
表
し

ま
せ
ん
。
ま
た
、
お
寄
せ
い
た
だ
い
た

ご
意
見
に
対
し
個
別
に
回
答
は
行
い
ま

せ
ん
の
で
ご
承
知
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

長
寿
介
護
課　

長
寿
企
画
係

（
☎
（95）
０
１
５
０
）、
介
護
保
険
係
（
☎

（95）
０
１
２
２
）

第
６
期
介
護
保
険
事
業
計
画
（
案
）

第
７
次
高
齢
者
福
祉
計
画
（
案
）○

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
と
は
…

　

政
策
の
立
案
等
を
行
お
う
と
す
る

場
合
に
そ
の
案
を
公
表
し
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
意
見
や
情
報
を
提
供
し
て

い
た
だ
き
、
そ
の
意
見
を
行
政
に
反

映
さ
せ
る
制
度
で
す
。
寄
せ
ら
れ
た

意
見
や
そ
れ
に
対
す
る
市
の
考
え
方

は
、
後
日
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

表
し
ま
す
。

最低賃金名 時間額
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 899円
はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業 870円

計量器・測定器・分析機器・試験機、
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 827円

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業 837円

輸送用機械器具製造業 877円
各種商品小売業 810円
自動車（新車）小売業 859円

（平成26年12月16日発効）

愛
知
県
の
特
定
最
低
賃
金
改
正

刈
谷
労
働
基
準
監
督
署（
☎
（21）
４
８
８
５
）

愛
知
建
連
技
能
専
門
校

訓
練
生
募
集

愛
知
建
連
技
能
専
門
校（
☎
（41）
４
５
２
３
）

︱
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
︱
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※問合せは知立市役所

TEL 0566−83−1111（代表）
FAX 0566−83−1141
E-mail : info@city.chiryu.lg.jp

●不動産、建築トラブル　　●相続、遺留分、離婚
●交通事故、労災事故　　　●企業法務
●債権回収　　●破産、債務整理　　●刑事

刈谷駅南口よりすぐ
刈谷市若松町2丁目2番地

０５６６-９１-０２１０

白濱法律事務所
（愛知県弁護士会所属）

弁護士法人
弁護士　白濱　重人
弁護士　香川　広志
弁護士　加藤　千冬
弁護士　武林　寛明
弁護士　西尾祐一郎
弁護士　三島　侑子
弁護士　川本　英典

shttp://si-law-office.com

刈谷事務所 ☎
JR岡崎駅東口よりすぐ
岡崎市羽根町字北ノ郷45

０５６４-５４-３７７７岡崎事務所 ☎

広告

相談料無料
（初回30分）

　

知
立
山
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計

画
を
土
地
区
画
整
理
法
の
規
定
に
よ
り
縦

覧
し
ま
す
。
な
お
、
こ
の
事
業
計
画
に
対

し
て
、
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た

事
項
以
外
の
事
項
で
意
見
の
あ
る
利
害
関

係
者
は
、
２
月
２
日
㈪
ま
で
に
愛
知
県
知

事
あ
て
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間　

１
月
６
日
㈫
～
19
日
㈪

▼
縦
覧
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分

▼
縦
覧
場
所　

ま
ち
づ
く
り
課（
た
だ
し
、

土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
は
当
直
室
）

　

ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
の
基
礎
か
ら
実
践

的
技
術
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
を
習
得
し
ま

す
。

▼
と
き　

２
月
10
日
㈫
～
３
月
13
日
㈮
の

毎
週
月
～
金
曜
日
の
午
後
１
時
～
４
時
15

分▼
と
こ
ろ　

障
害
者
職
業
支
援
セ
ン
タ
ー

く
る
く
る（
安
城
市
今
池
町
１
―
23
―
９
）

▼
対
象　

障
害
者
手
帳
所
持
者（
身
体（
聴

覚
・
視
覚
の
人
除
く
）・
知
的
・
精
神
・

そ
の
他
）

▼
定
員　

８
人
（
面
接
で
選
考
）

▼
受
講
料　

無
料

▼
申
込
み　

１
月
13
日
㈫
ま
で
に
、
公
共

職
業
安
定
所
へ
。

※�

受
講
に
は
安
定
所
で
の
求
職
登
録
が
必

要
で
す
。

▼
受
験
資
格　

高
等
学
校
を
平
成
27
年
３

月
に
卒
業
見
込
み
の
人
、
高
校
卒
業
の
人

と
高
校
卒
業
と
同
等
の
学
力
の
あ
る
人
で

34
歳
以
下
の
人
（
平
成
27
年
４
月
１
日
現

在
）

▼
定
員　

40
人
（
男
・
女
）

▼
募
集
人
数　

定
員
の
50
％
程
度
（
20
人

程
度
）

▼
出
願
期
間　

１
月
６
日
㈫
～
16
日
㈮

▼
試
験
日　

１
月
24
日
㈯

▼
試
験
科
目　

国
語
総
合
（
古
文
・
漢
文

除
く
）、
数
Ⅰ
、
面
接

高齢者叙勲受章者
　高齢者叙勲受章者が、10月31日付けで発令さ
れました。受章おめでとうございます。

瑞宝双光章
元知立東小学校　校長
　青山　吉宏 氏（逢妻町）

秋の褒章受章者
　秋の褒章受章者が、11月3日付けで発令され
ました。受章おめでとうございます。

藍綬褒章　更生保護功績
　雨宮　文子 氏（西町）

藍綬褒章　防犯功績
　高木　宏志 氏（弘栄）

▶問合せ　協働推進課　秘書広報係
　　　　　（☎95-0112）

知
立
山
土
地
区
画
整
理
事
業
の

事
業
計
画
の
縦
覧

ま
ち
づ
く
り
課�

区
画
整
理
係

（
☎
（95）
０
１
３
０
）

安
城
市
医
師
会 

安
城
碧
海
看
護

専
門
学
校
学
生
募
集（
一
般
入
試
）

安
城
市
医
師
会
安
城
碧
海
看
護
専
門
学
校

（
☎
（77）
８
５
８
８
）

愛
知
県
障
害
者
委
託
訓
練

く
る
く
る
新
安
城

ビ
ジ
ネ
ス
ス
キ
ル
②
コ
ー
ス

刈
谷
公
共
職
業
安
定
所（
☎
（21）
５
０
０
１
）

愛
知
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

（
☎
０
５
３
３
（93）
２
１
０
２
）
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　1月から70歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額が下表のとおり変更になります。

※多数回該当とは、同一世帯で過去12か月間に高額療養費の支給が3回以上あった場合の、4回目からの限度額です。

○限度額適用認定証をお持ちの人へ
　今回の制度改正の関係で、70歳未満の人の限度額適用認定証の有効期限は平成26年12月31日となっています。平
成27年1月以降も交付を希望する人は、印鑑と保険証をお持ちのうえ、1月末までに国保医療課で手続きしてください。

～国保　高額療養費が見込まれる人は確定申告の前に手続きしてください～
　確定申告では、前年中に支払った医療費が医療費控除の対象となり、対応する領収書を提出する必要があります。
しかし、確定申告で領収書を提出してしまうと、医療機関での支払額を確認できなくなるため高額療養費の支給申
請を受付できません。高額療養費の支給が見込まれる人は、確定申告の前に高額療養費の支給申請を行ってくださ
い。（支給が見込まれる人には、受診から約2か月後に通知書をお送りしますが、通知が届く前に申請することも可
能です。高額療養費が支給されるか確認したい場合は、領収書をご準備のうえ、国保医療課までお問合せください。）

▶問合せ　国保医療課　国保年金係（☎95－0123）

旧区分 所得要件 自己負担限度額

上　位
A

基礎控除後の
所得

600万円超

150,000円＋（総医療費
−500,000円）×1％

〈多数回該当：83,400円〉

一　般
B

基礎控除後の
所得

600万円以下

80,100円＋（総医療費
−267,000円）×1％

〈多数回該当：44,400円〉

非課税
C 住民税非課税 35,400円

〈多数回該当：24,600円〉

新区分 所得要件 自己負担限度額

ア 基礎控除後の所得
901万円超

252,600円＋（総医療費
−842,000円）×1％

〈多数回該当：140,100円〉

イ
基礎控除後の所得

600万円超～
901万円以下

167,400円＋（総医療費
−558,000円）×1％

〈多数回該当：93,000円〉

ウ
基礎控除後の所得

210万円超～
600万円以下

80,100円＋（総医療費
−267,000円）×1％

〈多数回該当：44,400円〉

エ 基礎控除後の所得
210万円以下

57,600円
〈多数回該当：44,400円〉

オ 住民税非課税 35,400円
〈多数回該当：24,600円〉

国民健康保険　高額療養費制度の改正について
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